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総務企画委員会説明資料 

（議案関係） 

 

 

１  第84号議案 職員の勤務時間に関する条例及び職員の休日及び休暇に関する条例 

の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

 

２ 第85号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例・・・・・・・ ３ 

 

３ 第87号議案 茨城県県税条例等の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・ ４ 

 

４ 第88号議案 茨城県議会議員及び茨城県知事の選挙における選挙運動の公費負担 

に関する条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

 

５ 報告第２号  地方自治法第179条第1項の規定に基づく専決処分について 

別記１  茨城県県税条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・ ７ 
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総務企画委員会説明資料（条例等） 

 

 

                                 総務部 人事課 

項 目 

職員の勤務時間に関する条例及び職員の休日及び休暇に関する条

例の一部を改正する条例【一部改正】 

 

１ 改正の理由 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年

法律第 76 号）の一部改正（令和７年 10 月１日施行分）により、民間部門において個別

の労働者への仕事と育児の両立に係る意向の聴取等が事業主に義務付けられたことを

踏まえ、本県においても同様の規定を整備するため。 

 

２ 改正の目的 

少子高齢化が進展し、人口減少が加速している中で、男女ともに仕事と育児を両立で

きる職場環境を整備するため。 

 

３ 内容 

任命権者に対して、次の事項を義務付ける。 

 

(1) 本人又はその配偶者が妊娠し、出産したこと等を申し出た職員に次の措置を講じる

こと 

ア 出生時両立支援制度等（妊産婦の時間外・休日深夜勤務の制限、産後休暇・配偶

者出産休暇等）の周知 

イ 出生時両立支援制度等の請求等に係る職員の意向確認 

ウ 職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る職員

の意向確認 

 

(2) ３歳に満たない子を養育する職員に次の措置を講じること 

ア 育児期両立支援制度等（職員の時間外・深夜勤務の制限、時差出勤、育児時間休

暇・家族看護休暇等）の周知 

イ 育児期両立支援制度等の請求等に係る職員の意向確認 

ウ 職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る職員

の意向確認 

 

(3) 職員の意向を確認した事項の取扱いに当たって、当該意向に配慮すること 

 

４ 施行日 

令和７年 10 月１日 

 

 

 

 

 

- 2 -



 

 

総務企画委員会説明資料（条例等） 

 

 

                                 総務部人事課 

項 目 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例【一部改正】 

 

１ 改正の理由 

地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第 110 号）の一部改正に伴い、

部分休業制度の拡充及び非常勤職員に係る部分休業の対象となる子の年齢の引き上げ

（３歳に達するまでを小学校就学の始期に達するまでに引き上げ）が行われたことを踏

まえ、所要の改正を行うため。 

 

２ 内容 

育児部分休業制度について、以下のとおり改正する。 

区分 
改正後（いずれかを選択して取得） 

改正前 
第 1 号部分休業 第 2 号部分休業 

取得上限 1 日につき 2 時間 

1 年につき 

77 時間 30 分※ 

（正規職員の場合） 

1 日につき 2 時間 

取得できる

時間帯 
制限なし 

勤務時間の始め 

又は終わり 

取得単位 30 分単位 1 時間単位 30 分単位 

 

※77 時間 30 分は、勤務日 10 日間分に相当 

 

３ 効果・影響 

職員の希望や事情に応じて、利用できる制度の選択肢を増やすことで、職員の職業生

活と家庭生活の両立を一層容易にすることが可能となる。 

 

４ 施行日 

令和７年 10 月１日 

 

＜参考事項＞ 

○関連する制度の利用状況（知事部局・R6 年度実績） 

部分休業取得者      65 名 

育児短時間勤務制度利用者 14 名 
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総務企画委員会説明資料（条例等）  
 
 
                                 総務部 税務課  

項 目  茨城県県税条例等の一部を改正する条例【一部改正】  

１ 改正の理由・根拠 
(1) 地方税法の一部改正等 
(2) 法人県民税法人税割超過課税の適用期限の延長 

 
 ＜背景・必要性＞ 

(1) 地方税法の一部改正等に伴い、地方税法の規定に基づき税目、課税客
体、課税標準、税率その他賦課徴収について規定している本条例につい
て、所要の改正を行う必要がある。 

(2) 昭和50年度に制度を創設し、以後５年ごとに期限の延長や制度の見直
しを行い、産業・教育・福祉・医療等の重要施策の財源として活用して
いる。現行の令和８年１月31日までの適用期限について、今後とも喫緊
の行政課題に取り組むための財源を確保するため、延長する必要がある。 

 
２ 内 容 

(1) 地方税法の一部改正等に伴う改正 
ア 個人県民税 
 従来の特定扶養控除でカバーできない、給与収入が123万円を超え188
万円以下の大学生などを扶養する者の税負担を軽減するため、特定親族
特別控除を新設。 
＜控除イメージ＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ 県たばこ税 
 加熱式たばこの課税標準の算定は、重量と価格に応じて紙巻きたばこ
の本数に換算する方式となっているところ、課税の公平性を欠いている
ことから、重量のみの方式に見直し、紙巻きたばこと税額が同じになる
よう引き上げ。 
 なお、激変緩和措置として、見直しは二段階で実施する。 

 算定方法 
～R7.3.31 現 行 の 換 算 方 法×1.0 

R8.4.1～R8.9.30 現 行 の 換 算 方 法×0.5 ＋ 改正後の換算方法×0.5 

R8.10.1～ 改正後の換算方法×1.0 

 
ウ その他所要の改正 

扶
養

者
が

受

け
ら

れ
る 

税
控

除
額(

万

円)
 

対 象 とな る 親族 等の 合 計所 得金 額 (万円 ) 
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(2) 法人県民税法人税割の超過課税に係る適用期限の延長 
 適用期限：令和８年１月31日→令和13年１月31日 
（参考） 
・税率：1.8％（地方税法に規定する標準税率1.0％に0.8％上乗せ。） 
・対象：資本金等の額１億円超 又は 法人税額1,000万円超の法人（本

県に申告する法人の約13％（約8,300社）が対象） 
※資本金等の額１億円以下かつ法人税額１千万円以下の法人

に対しては、標準税率である1.0％を適用。 
 
３ 効果・影響 
 地方税法等の内容に則した条例の施行が可能になり、また、喫緊の行政課
題に取り組むための財源確保が可能となる。 

 
４ 施行日 

 公布の日 外  
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総務企画委員会説明資料（条例等）  
 
 
                                総務部 市町村課  

項 目  
茨城県議会議員及び茨城県知事の選挙における選挙運動の公費  

負担に関する条例の一部を改正する条例【一部改正】   

 
１ 改正の理由 

公職選挙法施行令の改正により、国政選挙における選挙運動の公費負担
限度額が引き上げられたため、県の選挙（県議会議員選挙及び知事選挙）
における選挙運動の公費負担限度額を国政選挙に準じ改定するもの 

      
  ＜背景・必要性＞  

現下の物価高騰等の影響を反映し、国政選挙における選挙運動の公費負担限
度額が、改定されたことを受けて、県の選挙における選挙運動の公費負担限度
額についても、国政選挙と同様に改定する必要があるため                   
     

 

２ 内 容 
   選挙運動の公費負担限度額を改定するもの  

項目 改定後 改定前 
ビラの作成   
（5 万枚以下） 8 円 38 銭/枚 7 円 73 銭/枚 
（5 万枚超） 5 円 62 銭/枚 5 円 18 銭/枚 
ポスターの作成   

印刷費（500 か所以下） 586 円 88 銭/枚 541 円 31 銭/枚 
同 （500 か所超） 30 円 73 銭/枚 28 円 35 銭/枚 

 
３ 効果・影響  

    物価変動等の影響を緩和し、候補者が従来と同様の選挙活動を行うこと
が可能となるもの  

 
４ 施行日  

   規則で定める日  
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総務企画委員会説明資料（条例等）  
 
 
                                 総務部 税務課  

項 目  
地方自治法第 179 条第１項の規定に基づく専決処分について  
・茨城県県税条例の一部を改正する条例【一部改正】  

１ 改正の理由・根拠 
地方税法の一部改正等 

 
 ＜背景・必要性＞ 

地方税法の一部改正等に伴い、地方税法の規定に基づき税目、課税客体、
課税標準、税率その他賦課徴収について規定している本条例について、所
要の改正を行う必要がある。 

 
２ 内 容 
(1) 軽油引取税 
 鉄軌道事業者（一定の要件を満たす事業者に限る）が、非化石エネルギ
ーへの転換のための措置として、車両の燃料タンク内で軽油とバイオディ
ーゼル燃料等を混和して、当該車両の動力源の燃料として消費する場合、
課税を免除する等の措置を追加。 

 
(2) 自動車税（環境性能割） 
 ノンステップバス等で初回新規登録を受けるものに係る課税標準の特例
措置の適用期限を２年延長（令和９年３月 31 日まで）。 

 
(3) その他所要の改正 

 
３ 効果・影響 

地方税法等の内容に則した条例の施行が可能になる。 
 
４ 施行日 

 令和７年４月１日 外  
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資料１－１別冊 
 

 

 

令和７年第２回定例会 

総務企画委員会説明資料 

（条例新旧対照表） 

 

１  第84号議案 職員の勤務時間に関する条例及び職員の休日及び休暇に関する条例 

の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

 

２ 第85号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例・・・・・・・ ５ 

 

３ 第87号議案 茨城県県税条例等の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・ ７ 

 

４ 第88号議案 茨城県議会議員及び茨城県知事の選挙における選挙運動の公費負担 

に関する条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・ 17 

 

５ 報告第２号  地方自治法第179条第1項の規定に基づく専決処分について 

・茨城県県税条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・ 18 
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資料１－２ 

 

 

令和７年第２回定例会 

総務企画委員会説明資料 

（報告関係） 
 

 

 

１ 損害賠償の額の決定について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２  

 

２ 指定管理者の指定方針について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・３  

 

３ 県分のふるさと納税の寄附受入実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

 

４ 令和６年度 核燃料等取扱税の活用状況について ・・・・・・・・・・ ６ 

 

 

 

 

 

 

令和７年６月１１日 

総 務 部 
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総務企画委員会説明資料 

                                  総務部 人事課 

項 目 損害賠償の額の決定について（令和７年５月23日専決処分） 

１ 概要 

・ 他県における退職手当の過少支給事例の発生を受け、本県が支給した過年度分の退職

手当について確認したところ、令和２年度から令和５年度分の退職手当で、６名分の支

給額が本来支給すべき金額よりも少ないことが判明した。 

＜原因＞ 

給料表の適用に変更があった職員に係る特例的な計算など、退職手当額の計算過程上、

職員の目視確認や手入力を要する項目について、確認漏れや誤入力があったもの。 

  ＜再発防止策＞ 

今後、同様の事案の発生を防止するため、システム改修を行い計算の自動化を進める

とともに、マニュアルの見直しや複数人による計算・確認を徹底する。 

 

・ 相手方６名を訪問のうえ、説明・謝罪を行うとともに、過少支給に伴う不足額につい

て、令和７年５月 23日に追加支給したところであるが、支払が遅延したことによる損害

を賠償するもの。 

 

２ 内容 

（１）支払の相手方 

   過少支給となった退職手当の受給者６名 

（２）賠償額 

   合計 436,505 円（予備費により支出） 

相手方 
退職手当 

追加支給額 
遅延日数 

賠償額 

(年利３％) 

A 氏 359,299 円 4 年 23日 43,795 円 

B 氏 393,166 円 4 年 23日 53,318 円 

C 氏 1,165,098 円 4 年 23日 154,396 円 

D 氏 294,993 円 2 年 23日 21,526 円 

E 氏 1,282,766 円 2 年 23日 80,581 円 

F 氏 2,381,698 円 1 年 23日 82,889 円 

計 5,877,020 円  436,505 円 

（３）賠償額の決定日 

   令和７年５月 23日（知事専決処分により対応） 

＜専決処分の理由＞ 

   支払の相手方への賠償を速やかに行う必要があること。 
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総務企画委員会説明資料 

                            総務部 管財課 

項  目  指定管理者の指定方針について 

１ 令和７年度指定手続予定施設と指定の考え方 

 ○ 原則公募とし、施設のあり方を検討する等の理由から従前の団体 

  による管理が適当な施設は非公募による指定とする。 

   

○ 更新する施設（令和７年度末に指定期間満了）：26施設 

  公募：19施設、非公募：７施設 

  ※更新等の考え方の詳細については、各施設所管の常任委員会で説明 

   を行う。 

No 公の施設の名称 現在の指定管理者 

考え方 

公募/ 

非公募 
期間 

1 総合福祉会館 (株)茨城興産 公募 ５年 

2 点字図書館 (社福)茨城県視覚障害者協会 公募 ５年 

3 視覚障害者福祉センター (社福)茨城県視覚障害者協会 公募 ５年 

4 
聴覚障害者福祉センター

やすらぎ 
(一般社団)茨城県聴覚障害者協会 公募 ５年 

5 大洗マリンタワー 大洗町 非公募 １年 

6 国民宿舎「鵜の岬」 (公益財団)茨城県開発公社 非公募 10年 

7 
カントリープラザ 

「鵜の岬」 
(公益財団)茨城県開発公社 非公募 10年 

8 つくば国際会議場 
つくばコングレスセンター 

（企業グループ） 
公募 ５年 

9 
茨城港大洗港区のマリーナ

地区の港湾環境整備施設 
大洗町 非公募 １年 

10 赤塚公園 橋本造園土木（株） 公募 ３年 

11 港公園 神栖市 公募 ５年 

12 笠間芸術の森公園 笠間市 公募 ５年 

13 北浦川緑地 取手市 非公募 １年 

14 鹿島臨海都市計画下水道 鹿島都市開発㈱ 公募 ５年 

15 那珂久慈流域下水道 WA・KSK・BIOS グループ 公募 ５年 

16 県営住宅及び共同施設 (一般財団)茨城県住宅管理センター 公募 ５年 

17 こども病院 (社福)恩賜財団済生会 非公募 ５年 
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18 水戸生涯学習センター (公益財団)茨城県教育財団 公募 ５年 

19 県北生涯学習センター NPO法人インパクト 公募 ５年 

20 鹿行生涯学習センター (公益財団)茨城県教育財団 公募 ５年 

21 県南生涯学習センター NPO法人ひと・まちねっとわーく 公募 ５年 

22 県西生涯学習センター NPO法人日本スポーツ振興協会 公募 ５年 

23 県立歴史館 (公益財団)茨城県教育財団 公募 ５年 

24 堀原運動公園 (公益財団)茨城県スポーツ協会 公募 ５年 

25 笠松運動公園 (公益財団)茨城県スポーツ協会 非公募 １年 

26 ライフル射撃場 茨城県ライフル射撃協会 公募 ５年 

  
 

２ 今後のスケジュール（予定） 

年 月 事       項 

R7.6 

   7～9 

 

 

   10 

   12 

 R8.4 

・第２回定例会において指定方針の報告(関係常任委員会) 

・指定管理者候補の募集（２ヶ月程度） 

※人件費や物価の変動に伴う指定管理料の変更手続について

も周知予定  

・指定管理者候補の選定（選定委員会の開催） 

・第４回定例会において指定管理者の指定の議決 

・次期指定管理者による管理運営開始 
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総務企画委員会説明資料 

 

                                  総務部 税務課 

項 目 

 

県分のふるさと納税の寄附受入実績 

 

１ 制度の概要 

自治体に寄附（ふるさと納税）を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越

える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度 

（※一定の上限あり） 

 

２ 令和６年度の受入実績                （単位：件、千円） 

 令和５年度 

① 

令和６年度 

② 

差引 

②－① 

前年比 

②／① 

件数（件） 5,846 7,133 1,287 122.0％ 

金額（千円） 165,669 290,484 124,815 175.3％ 

 

３ 令和２年度以降の寄附受入額の推移            （単位：千円） 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

109,905 59,319 55,148 165,669 290,484 

※令和２～３年度には、新型コロナウイルス感染症対策医療従事者応援金を含む。 

 

４ 本県の取扱返礼品と掲載ポータルサイトの推移     （単位：品、サイト） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

返礼品 104 289 929 1,137 

ポータルサイト ２ ４ ５ 15 
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１　公表の趣旨

２　公表の内容

（１）　税収（決算見込額）

（２）　活用事業

総額 うち県負担額

原子力安全協定に基づき、各種報告を受け
るとともに事業所に対し立入調査等を行い、
事業者の安全対策等を確認することにより、
地域住民の安全の確保及び安心感の醸成
に寄与することができた。

原子力事業所への立入調査等

原
子
力
安
全
対
策
費

 環境放射線監視運営費

56,025 56,025

原子力安全対策に従事する職員等人件費　（26名）

 原子力環境安全対策費

（公社）茨城原子力協議会の運営に係る補助

 原子力審議会等運営費

964 964

1,119 1,119

東海・大洗地区に立地する原子力施設の周
辺地域における環境放射線の監視、原子力
施設からの排水中の放射能濃度の測定や農
畜水産物・河川水・土壌等の放射能濃度の
測定・分析などを行い、地域住民の安心・安
全の確保を図ることができた。

環境放射線監視センターの運営

 原子力安全対策運営費

186,113 186,113
原子力施設の安全対策の確認・検証、環境
放射線の監視・評価、原子力防災体制の整
備、原子力に係る広報等を行うことにより、原
子力安全行政を推進することができた。

原子力審議会及び原子力安全対策委員会
を開催し、安全性の確認等を通じ、原子力安
全行政を推進することにより、地域住民の安
全の確保及び安心感の醸成を図ることがで
きた。

原子力審議会・原子力安全対策委員会の運営

 広報普及事業費

6,251 6,251
協議会による原子力科学館の運営や出前の
イベント実施などを通じて、県民に対する原
子力・放射線の基礎知識の普及啓発を促進
することができた。

（単位：千円）

項目
細　目

令和６年（2024年）度
事業費（見込額） 事業の成果・効果

主な事業内容

1,321,544千円

総 務 部 税 務 課

 令和６年（2024年）度 核燃料等取扱税の活用状況について

　 核燃料等取扱税の税収及び活用状況を毎年、広く周知・公表することにより、税収の使途の明確化を
図る。

・　令和６年（2024年）度における核燃料等取扱税の税収（決算見込額）は約13億22百万円。
　　（令和５年（2023年）度税収は、約12億38百万円）

・　税収は、環境放射線監視運営、原子力安全対策など県民の安全・安心に資する事業に
    活用。
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総額 うち県負担額

511,604 450,639

4,780,107 2,501,573

284,808 284,808

小  計   284,808 284,808

5,576,519 3,237,020

小  計  

 港湾事業費

 原子力緊急時医療施設運営費

59,813 9,140
国が定める原子力災害対策指針に基づき、
原子力災害拠点病院をはじめとする医療体
制の整備を行った。

緊急時の県民の避難時間の短縮を図るた
め、緊急時避難用道路の整備を進めた。

　茨城県広域避難計画の避難経路の整備

　   国道245号 日立港区北拡幅
                      （日立市久慈町～水木町）
　   国道293号 常陸太田東バイパス
                      （常陸太田市大森町～増井町）
　   県道16号大洗友部線
                      （茨城町小鶴～笠間市仁古田）

　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   他　計19路線

市
町
村
事
業
費

 市町村における、安全・安心に関する
 事業への補助
 　　原子力災害時一時集合所維持運営事業、
　　 防災行政無線管理事業、災害対応力強化事業
　　 などの事業に活用

原子力事業所周辺地域である東海村や大
洗町などの１４市町村に対し、事業費の補助
を行うことにより、原子力災害に係る住民の
安全・安心に資する事業が実施され、各市町
村の原子力防災体制の強化などを図ること
ができた。

事故当時の地域住民や事故施設周辺一時
滞在者などで、医師により必要と認められた
者に対して健康診断を実施することにより、
地域住民等の健康不安の解消を図ることが
できた。

JCO事故対応健康管理委員会の運営等

合   計

1,370,933 898,473

緊急時の物資の輸送等に必要不可欠な港
湾施設である防波堤及び岸壁の改良等を進
めたことにより、防災等対策の推進、船舶航
行の安全性や荷役効率の向上を図ることが
できた。

　 港湾施設の整備等
      日立港区　　　：防波堤改良、岸壁修繕等
      常陸那珂港区：岸壁修繕等
      大洗港区　　　：防波堤改良、岸壁修繕等

小  計  

原
子
力
防
災
減
災
対
策
費

 緊急時避難用道路の整備

3,409,174 1,603,100

原
子
力
安
全
対
策
費

 防災行政無線運営費

16,815 16,815

原子力発電所周辺警備及び核燃料物質等の輸送警備

 原子力事故健康対策事業費

14,128 4,570

原子力災害時における緊急医療に係る体制の整備

県・市町村・消防本部・原子力事業所等を地
上系、衛星系の２ルートで結び、33か所の保
守点検等を行い、原発事故等緊急時の確実
な情報連絡体制を維持することができた。防災行政無線の運営

 原子力関連警備費

170,376 169,642
核物質を管理する施設について、原子力事
業所と連携した警戒警備を行ったことにより、
テロ等不法事案の未然防止を図ることができ
た。

（単位：千円）

項
目

細 目 令和６年（2024年）度
事業費（見込額） 事業の成果・効果

主な事業内容
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資料１－３ 

 

 

県 出 資 団 体 等 改 革 工 程 表 

（令和７年第２回定例会 総務企画委員会資料） 

 

競輪事業特別会計 

 

 

 

令和７年６月１１日 

            総 務 部 
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改革工程表２(年度別計画）

    　　　 取り組むべき項目

１　一般会計への繰出金の継続

２　経営の維持・改善

  （１）運営の効率化

　　①収益の確保

　　②効率的な業務運営

  （２）売上額の確保

　　①普通競輪の売上額の確保

　　②記念競輪等の売上額の確保

※注  　　　は改革期間及び推進事項を表示

　　　　　［　　］は目標達成状況を表示

売上目標：55億円（記念GⅢ）
［売上：60億円］

売上目標：55億円（記念GⅢ） 売上目標：55億円（記念GⅢ）

収益目標：２．５億円
[収益６.９億円]

収益目標：２．５億円 収益目標：２．５億円

２億円
[２億円]

２億円 ２億円

会計名： 競輪事業特別会計                                                      所管部局・課名：総務部総務課　　　　　　

令和６年度 令和７年度 令和８年度

売上確保及び経費の節減

車券発売窓口業務委託等の効率的な運営

魅力あるレースの企画、実施

売上確保及び経費の節減 売上確保及び経費の節減

効果的な広報活動等の実施 効果的な広報活動等の実施 効果的な広報活動等の実施
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令和６年度包括外部監査結果報告への対応について 

（令和７年第２回定例会 総務企画委員会資料） 

 

 

テーマ：基金等の管理と運用について 

 

 

 

令和７年６月１１日 

総   務   部 

資料１－４ 
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総務部（財政課）　

指摘 意見 短期 中長期

1 6 7 0

第５章　監査の結果

Ⅰ.　基金について

１.　基金全体の管理に関する報告事項

（１）基金の状況をモニタリングする会議体の運営について

1

【意　見】
　今年度の包括外部監査において、基金の事業規模等や基金に係る資金運
用の方法等について課題事項が散見されたが、定期的に検証を行う全庁的
な会議体がないことも一つの要因ではないかと考える。基金の在り方につ
いて全庁的に定期的な点検・検証を行い、基金の在り方を見直すことが有
効ではないかと考える。 ○ ○

（全庁的な点検・検証）
　これまで、副知事をトップとした資金管理委員会において、主に基金の
運用方法等についてのみ議論してきたが、今後は、定期的に基金の運用可
能額や期間等についても検証することとした。
　なお、資金管理委員会での検証に先立ち、基金所管課が、毎年度予算要
求時に将来の取崩・積立を見込んだ資金計画を作成し、予算調整を通じ
て、財政課が精査することで、今後の活用見込や適正な残高規模等を点検
することとした。

財政課 54

２.　基金全体の運用に関する報告事項

（１）基金の資金運用の効率性に改善の余地があること

2

【指　摘】
　令和５年度の基金運用実績をみると、先進自治体と比較し、基金の運用
利回りが著しく低く、基金全体に占める債券運用割合も低い。資金運用の
効率性の観点から、債券での運用可能な金額を算定し、債券での運用割合
を現状より高める施策を講じることが必要であると考える。また、本報告
書で定義した基金の一括運用（※）の実施の是非を検討すべきである。
※　複数の基金を一体のものと捉え基金全体をまとめて管理する手法

○ ○

　中長期的には金利上昇局面にあることを踏まえ、以下の手法により、債
券による運用割合を高めていくこととした。

（債券運用対象の拡大）
　これまで、「県債管理基金」に限定して、債券運用を行ってきたが、今
後は、全基金を対象として、各基金に個々の運用形態を紐づけず、基金全
体として管理する一括運用に移行することとした。
　なお、複数年の運用により、基金を活用する事業の財源に不足が生じる
ことがないよう、基金所管課が策定する資金計画について、財政課におい
ても精査することとした。

（運用期間の多様化）
　資金計画を踏まえ、これまでの１０年債に加え、より短期の債券も対象
とする。

（運用形態の多様化）
　先進自治体の状況を踏まえ、これまでの「国債」「政府保証債」「地方
債」「地方公共団体金融機構債」に加え、安全な「財投機関債」も対象と
する。

財政課 56

（２）債券の運用期間について

3

【意　見】
　県は債券での運用について満期保有を原則としているところ、令和５年
度において債券の運用期間が一律10年になっている。基金全体の資金運用
期間について一律10年とすると、資金運用可能額が少なくなってしまう可
能性があるため、一律10年とせずに、資金運用期間を柔軟に設定すべきで
ある。

○ ○

（債券運用期間の柔軟な設定）
　中長期的には金利上昇局面にあることを踏まえ、従来からの県債管理基
金における１０年満期一括償還債によるラダー型運用に加え、より短期間
の債券運用を実施することで、運用益の最大化を図ることとした。 財政課 59

令和６年度包括外部監査結果等への対応について（総括表）

指摘・意見の内容

監査結果 対応措置等

指摘・意見に基づく措置等 担当課所
報告書

の
ページ
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指摘 意見 短期 中長期

1 6 7 0

指摘・意見の内容

監査結果 対応措置等

指摘・意見に基づく措置等 担当課所
報告書

の
ページ

(３) 資金運用について他自治体の事例研究の充実について

4

【意　見】
先進自治体の取組みが必ずしも十分に研究されていない状況を識別し

た。基金の資金運用について、先進自治体の運用手法や成果について更な
る事例研究を行い、県の資金管理方針の充実や資金運用実務に役立てるこ
とが望ましいものと考える。 ○ ○

（先進自治体の事例研究）
　令和７年３月から、地方公共団体の財政運営全般に係る相談に対応して
いる地方公共団体金融機構を訪問し、債券運用に係る市場環境や昨今の全
国的な基金運用の動向等についてヒアリングを行った。
　また、複数の先進自治体に対してもヒアリングを行い、「将来の取崩と
積立を見込んだ資金計画等の立案過程」「資金計画を超える取崩が生じた
場合の対応方策」「債券購入の方法」などの事例研究を行った。
　今後も、事例研究を継続して行い、実務へ役立てていくこととする。

財政課 60

Ⅱ.　歳計現金等について

１.　歳計現金等の管理に関する報告事項

（１）資金管理委員会が継続して書面開催となっていることについて

5

【意　見】
　令和２年度から令和５年度までの開催状況を確認した結果、いずれも書
面開催であり、同委員会において議論、検討をしている事実は確認できな
かった。現行の書面開催を見直し議論の質と透明性を高めるために、特段
の事情がない限り対面又はオンライン会議により開催し、議論を促進する
ことが望ましいものと考える。

○ ○

（資金管理委員会の開催）
　今年度の資金管理方針を策定するに当たり、令和７年３月に開催した資
金管理委員会について、対面により実施した。
　また、今般の基金運用方法の見直しについて集中的に議論するため、令
和７年５月にも、臨時で対面により開催した。
　今後も、適時適切に、対面又はオンライン会議により資金管理委員会を
開催していく。

財政課 204

（２）資金管理委員会の外部人材の登用検討について

6

【意　見】
　資金管理委員会はすべて県職員によって構成されており、外部人材（外
部有識者）が登用されていない。外部有識者の登用により多様な意見を聴
取することは、効率的な運用手段の是非、リスク管理や運用手法などにつ
いて検討できる体制の構築に資すると考えられるため、資金管理委員会に
おける外部人材の登用の要否について検討することが望ましいものと考え
る。

○ ○

（外部人材の登用の検討）
　今般の基金運用方法の見直しについて、令和７年５月に臨時で資金管理
員会を開催するにあたり、地方公共団体金融機構において、地方公共団体
からの財政運営全般に係る相談に対応しているファイナンスアドバイザー
の方に意見を聴取した。
　今後も、県との利害関係に十分に配慮しながら、適時適切に、外部有識
者等から意見を聴取していく。

財政課 206

２.　歳計現金等の運用に関する報告事項

（１）資金運用実績等の開示の充実について

7

【意　見】
　歳計現金等の資金運用実績や資金運用に占める定期性預金と債券での運
用割合が開示されていない。県民や議会等への説明責任の履行という観点
からは、資金運用実績を独立した情報として開示することや債券の運用割
合を開示することが望ましい。

○ ○

（資金運用実績の公表）
　令和７年３月から、資金管理方針から独立した情報として、歳計現金等
及び基金に係る年度末時点の運用実績の見込額について、それぞれ、運用
形態（定期性預金・債券）別に、財政課ホームページに掲載している。
　今後も、適時適切に資金運用実績を開示していく。

財政課 209

1 6 7 0
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総務部（総務課、管財課）　

指摘 意見 短期 中長期

4 2 6 0

第５章　監査の結果

Ⅰ.　基金について

３.　個別の基金の管理及び運用に関する報告事項

（12）茨城県競輪事業基金

②監査の結果

（ⅰ）基金の資金運用の効率性について

1

【指　摘】
　資金運用方法は単年度運用として１年未満の運用を選択しており、複数
年度の運用を前提として運用していれば得られたであろう資金運用益すな
わち機会損失があったのではないかと考える。基金は公金であることから
安全性を第一義的に優先しつつも、効率的に運用することが求められると
考えるが、複数年度の運用を前提とした運用も運用方法の一つとして検討
すべきであると考える。

○ ○

　中長期的には金利上昇局面にあることから、財政課と連携しながら、基
金の資金計画、運用可能な金額及び期間を精査し、債券等による複数年度
の運用を行っていくこととした。

総務課 102

（ⅱ）基金の資金計画について

2

【指　摘】
　基金の資金運用について、安全性を確保した上でより効率的な運用を検
討するためには、将来の期間においてどの程度の資金収支があるかを計画
することが前提となる。現在、当該基金の資金計画はないが、複数年度運
用を前提とした資金計画を策定するべきであると考える。

○ ○

　基金の設置目的や今後の事業実施見込等を踏まえ、財政課と連携しなが
ら、予算編成を通じて、毎年度、複数年度の運用を想定した資金計画を策
定することとした。 総務課 102

（ⅲ）基金管理（出納）カードの記載について

3

【意　見】
　基金管理（出納）カードの銘柄欄が預金とのみ記載されており、預金の
種別まで記載されていなかった。また、利率に関しても空欄となってい
た。基金事務の適切性の観点からは、預金の種別まで記載し、利率も記載
することが望ましい。

○ ○

　意見を踏まえ、預金の種別と利率を追記した。

総務課 103

令和６年度包括外部監査結果等への対応について（総括表）

指摘・意見の内容

監査結果 対応措置等

指摘・意見に基づく措置等 担当課所
報告書

の
ページ
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指摘 意見 短期 中長期

4 2 6 0

指摘・意見の内容

監査結果 対応措置等

指摘・意見に基づく措置等 担当課所
報告書
の

ページ

（24）茨城県公共施設長寿命化等推進基金

②監査の結果

（ⅰ）基金の計画的な積立及び取崩について

4

【意　見】
　基金について実務的に積み立てが可能な目標額の設定がなく、基金の積
立及び取崩について具体的な見込みがない。実務的に積み立てが可能な目
標額を設定したうえで、計画的な基金の積立及び取崩が行われるよう、検
討を求める。

○ ○

　県債等の国の支援措置や県の財政状況を踏まえ、財政課と連携しなが
ら、計画的な基金の積立及び取崩額を検討していく。

管財課 150

（ⅱ）基金の資金運用の効率性について

5

【指　摘】
　資金運用方法は単年度運用として１年未満の運用を選択しており、複数
年度の運用を前提として運用していれば得られたであろう資金運用益すな
わち機会損失があったのではないかと考える。基金は公金であることから
安全性を第一義的に優先しつつも、効率的に運用することが求められると
考えるが、複数年度の運用を前提とした運用も運用方法の一つとして検討
すべきであると考える。

○ ○

　中長期的には金利上昇局面にあることを踏まえ、財政課と連携しなが
ら、予算編成を通じて、運用可能な金額及び期間を精査し、債券等による
複数年度の運用を進めていくこととした。

管財課 151

（ⅲ）基金の資金計画について

6

【指　摘】
　基金の資金運用について、安全性を確保した上でより効率的な運用を検
討するためには、将来の期間においてどの程度の資金収支があるかを計画
することが前提となる。現在、当該基金の資金計画はないが、複数年度運
用を前提とした資金計画を策定するべきであると考える。

○ ○

　基金の設置目的や今後の維持管理及び更新に係る中長期的な経費見込等
を踏まえ、財政課と連携しながら、予算編成を通じて、毎年度、複数年度
の運用を想定した資金計画を策定することとした。

管財課 151

4 2 6 0
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【様式１】 
 令和６年度包括外部監査結果報告（指摘）への対応 

 監査のテーマ 

基金等の管理と運用について 

担当部・課 

総務部財政課 

１ 指摘の概要 
   外部監査人作成の監査結果 
   報告書の概要 

２ 短期・ 
 中長期の 
 区分 

３ 指摘についての整理検討内容 
   〇指摘に係る事実関係等 
   〇問題点の整理等 

４ 指摘に基づく措置等 

Ⅰ．基金について 
２．基金全体の運用に関する報告事項 
（１）基金の資金運用の効率性に改善の

余地があること 
令和５年度の基金運用実績をみる

と、先進自治体と比較し、基金の運用

利回りが著しく低く、基金全体に占め

る債券運用割合も低い。資金運用の効

率性の観点から、債券での運用可能な

金額を算定し、債券での運用割合を現

状より高める施策を講じることが必

要であると考える。 
また、本報告書で定義した基金の一

括運用（※）の実施の是非を検討すべ

きである。 
※ 複数の基金を一体のものと捉え

基金全体をまとめて管理する手法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

短期 

 

 

〇指摘に係る事実関係等 

（本県基金の運用状況） 

 地方自治法において、基金は「確実かつ効率的に

運用しなければならない」とされていることを踏ま

え、元本償還が確実な預金又は国債・地方債などの

債券で運用している。 

債券による運用は、満期保有を前提に、取崩時期

が明確であることから複数年の運用が確実に見込

める、満期一括償還債の償還財源を積立てるための

「県債管理基金」のみとしている。 

 

（先進自治体と比較し、基金の運用利回りが低い要因） 

・債券運用の期間 

報告書記載の先進自治体（県）では、「県債管理

基金」へ償還財源の積立が必要な満期一括償還債に

ついて、借入期間２０年以上などで発行しており、

運用についても利回りが高い長期の債券を保有し

ていると思料される。 

一方、本県では、満期一括償還債の発行について、

調達コストを抑制する観点から最長でも１０年と

しており、運用についても１０年以下の債券に限定

している。 

・債券運用の開始時期 

報告書記載の先進自治体（市）では、遅い団体で

も、平成１９年度以前から債券による運用を開始し

 
 
中長期的には金利上昇局面にあることを踏

まえ、以下の手法により、債券による運用割

合を高めていくこととした。 
 

（債券運用対象の拡大） 
これまで、「県債管理基金」に限定して、債

券運用を行ってきたが、今後は、全基金を対

象として、各基金に個々の運用形態を紐づけ

ず、基金全体として管理する一括運用に移行

することとした。 
なお、複数年の運用により、基金を活用す

る事業の財源に不足が生じることがないよ

う、基金所管課が策定する資金計画について、

財政課においても精査することとした。 
 
（運用期間の多様化） 

資金計画を踏まえ、これまでの１０年債に

加え、より短期の債券も対象とする。 
 
（運用形態の多様化） 
 先進自治体の状況を踏まえ、これまでの「国

債」「政府保証債」「地方債」「地方公共団体金

融機構債」に加え、安全な「財投機関債」も

対象とする。 
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ていることを確認している。 

一方、本県では、当時厳しい財政環境にあり、基

金の流動性が損なわれる債券等での運用に積極的

に取り組める環境にはなく、債券による運用は、平

成２５年度から開始した。 

先進自治体（県）では、本県が債券購入を開始す

る以前の高い利回りの債券を保有していると考え

られる。 

※国債利回り（入札結果：財務省公表） 

・20年債 平成 19年度 2.062％～2.293％ 

平成 25年度 1.474％～1.722％ 

・10 年債 平成 19年度 1.478％～1.879％ 

     平成 25年度 0.553％～0.883％ 

 

（先進自治体と比較し、基金全体に占める債券運用

割合が低い要因） 

本県では、資金調達コストが低い「定時償還債」

を積極的に発行し、「県債管理基金」へ償還財源の

積立が必要な満期一括償還債の発行額自体を抑制

しており、基金残高全体に占める「県債管理基金」

の残高の比率が低い水準に抑制されていること。 

 

 

〇問題点の整理等 

債券による運用の拡大については、債券価格下落

時の中途売却等により元本を毀損することがない

よう、災害等の緊急時に活用できる資金を確保した

上で、金融市場の動向を踏まえながら、慎重に検討

していく必要がある。 
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【様式２】 
 令和６年度包括外部監査結果報告（意見）への対応 
 監査のテーマ 

基金等の管理と運用について 

担当部・課 

総務部財政課 

１ 意見の概要 
   外部監査人作成の監査結果 
   報告書の概要 

２ 短期・ 
 中長期の 
 区分 

３ 意見についての整理検討内容 
   〇意見に係る事実関係等 
   〇問題点の整理等 

４ 意見への対応 

Ⅰ. 基金について 

１．基金全体の管理に関する報告事項 

（１）基金の状況をモニタリングする会

議体の運営について 

今年度の包括外部監査において、基

金の事業規模等や基金に係る資金運

用の方法等について課題事項が散見

されたが、定期的に検証を行う全庁的

な会議体がないことも一つの要因で

はないかと考える。 

基金の在り方について全庁的に定

期的な点検・検証を行い、基金の在り

方を見直すことが有効ではないかと

考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇意見に係る事実関係等 

 限られた財源を有効に活用する観点から、毎年

度、財政課において、基金所管課からの予算要求に

基づき、基金を活用した事業の規模や基金残高等に

ついて、点検・検証している。 

 

〇問題点の整理等 

資金運用の効率性を高める観点から、複数年の運

用を想定し、各基金ごとに、予算要求年度を起点と

して、将来の取崩・積立を見込んだ資金計画を不断

に精査していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全庁的な点検・検証） 

これまで、副知事をトップとした資金管理

委員会において、主に基金の運用方法等につ

いてのみ議論してきたが、今後は、定期的に 

基金の運用可能額や期間等についても検証す

ることとした。 

なお、資金管理委員会での検証に先立ち、

基金所管課が、毎年度予算要求時に将来の取

崩・積立を見込んだ資金計画を作成し、予算 

調整を通じて、財政課が精査することで、今

後の活用見込や適正な残高規模等を点検する

こととした。 
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２．基金全体の運用に関する報告事項 

（２）債券の運用期間について 

県は債券での運用について満期保

有を原則としているところ、令和５年

度において債券の運用期間が一律１

０年になっている。 

基金全体の資金運用期間について

一律１０年とすると、資金運用可能額

が少なくなってしまう可能性がある

ため、一律１０年とせずに、資金運用

期間を柔軟に設定すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇意見に係る事実関係等 

（これまでの取組み） 

取崩時期が明確で、複数年の運用が確実に見込め 

る「県債管理基金」に限定して、満期保有を前提に 

債券により運用してきた。 

 

（債券の運用期間が一律１０年の理由） 

「県債管理基金」へ積立が必要となる満期一括償

還債について、本県では、最長でも１０年で発行し

ていることから、運用についても１０年満期一括償

還債に限定している。 

なお、債券運用を開始した平成２５年度から、満

期保有を前提に、毎年度、同額ずつ均等に債券を購

入することで、経年の金利変動リスクを平準化す

る、いわゆる「ラダー型運用」を実施している。 

 

〇問題点の整理等 

中長期的には金利上昇局面にあることを踏まえ、 

債券による運用期間を柔軟に検討していく必要が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（債券運用期間の柔軟な設定） 

中長期的には金利上昇局面にあることを踏

まえ、従来からの県債管理基金における１０

年満期一括償還債によるラダー型運用に加

え、より短期間の債券運用を実施することで、

運用益の最大化を図ることとした。 
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（３）資金運用について他自治体の事例

研究の充実について 

先進自治体の取組みが必ずしも十

分に研究されていない状況を識別し

た。基金の資金運用について、先進自

治体の運用手法や成果について更な

る事例研究を行い、県の資金管理方針

の充実や資金運用実務に役立てるこ

とが望ましいものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ. 歳計現金等について 

１．歳計現金等の管理に関する報告事項 

（１）資金管理委員会が継続して書面開

催となっていることについて 

令和２年度から令和５年度までの

開催状況を確認した結果、いずれも書

面開催であり、同委員会において議

論、検討をしている事実は確認できな

かった。 

現行の書面開催を見直し議論の質

と透明性を高めるために、特段の事情

がない限り対面又はオンライン会議

により開催し、議論を促進することが

望ましいものと考える。 

 

 

 

 

 

 

短期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇意見に係る事実関係等 

 例年１０月に開催される近県財政担当者会議な

ど、自治体の財務担当者が参加する会議等で、定期

的に情報交換を行うほか、必要に応じて個別に自治

体を訪問し、対面によるヒアリング調査等を実施し

てきた。 

 

〇問題点の整理等 

中長期的には金利上昇局面にあることを踏まえ、 

これまで以上に、先進自治体等の事例研究を充実し

ていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

〇意見に係る事実関係等 

資金管理委員会は、資金運用や資金調達など資金

管理の効率化及び高度化を図るため、平成２３年４

月に設置したが、近年、日本銀行のマイナス金利政

策のもと市場環境が極めて硬直的であったことに

鑑み、毎年度末に、翌年度の資金管理方針について

議論するため、書面により開催してきた。 

 

〇問題点の整理等 

日本銀行のマイナス金利政策解除や第２次トラ

ンプ政権の関税措置の影響等により、昨今、資金管

理を取り巻く情勢は目まぐるしく変化しており、よ

り一層議論を促進し、スピード感を持って対応して

いく必要がある。 

 

 

 

 

（先進自治体の事例研究） 

令和７年３月から、地方公共団体の財政運

営全般に係る相談に対応している地方公共団

体金融機構を訪問し、債券運用に係る市場環

境や昨今の全国的な基金運用の動向等につい

てヒアリングを行った。 

また、複数の先進自治体に対してもヒアリ

ングを行い、「将来の取崩と積立を見込んだ

資金計画等の立案過程」「資金計画を超える

取崩が生じた場合の対応方策」「債券購入の

方法」などの事例研究を行った。 

今後も、事例研究を継続して行い、実務へ

役立てていくこととする。 

 

 

 

 

 

（資金管理委員会の開催） 

今年度の資金管理方針を策定するに当た

り、令和７年３月に開催した資金管理委員会

について、対面により実施した。 

また、今般の基金運用方法の見直しについ

て集中的に議論するため、令和７年５月にも、

臨時で対面により開催した。 

今後も、適時適切に、対面又はオンライン

会議により資金管理委員会を開催していく。 
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（２）資金管理委員会の外部人材の登用

検討について 

資金管理委員会はすべて県職員に

よって構成されており、外部人材（外

部有識者）が登用されていない。 

外部有識者の登用により多様な意

見を聴取することは、効率的な運用手

段の是非、リスク管理や運用手法など

について検討できる体制の構築に資

すると考えられるため、資金管理委員

会における外部人材の登用の要否に

ついて検討することが望ましいもの

と考える。 

 

 

 

 

 

 

 

２．歳計現金等の運用に関する報告事項 

（１）資金運用実績等の開示の充実につ

いて 

歳計現金等の資金運用実績や資金

運用に占める定期性預金と債券での

運用割合が開示されていない。 

県民や議会等への説明責任の履行

といった観点からは、資金運用実績を

独立した情報として開示することや

債券の運用割合を開示することが望

ましい。 

 

 

 

短期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇意見に係る事実関係等 

 資金管理委員会は、資金運用や資金調達など資金

管理の効率化及び高度化を図るため、総務部及び会

計事務局、病院局、企業局を構成員として平成２３

年４月に設置した。 

 

〇問題点の整理等 

近年、日本銀行のマイナス金利政策のもと市場環

境が極めて硬直的であったが、昨今、日本銀行のマ

イナス金利政策解除や第２次トランプ政権の関税

措置の影響等により、資金管理を取り巻く情勢は目

まぐるしく変化していることを踏まえ、外部人材な

どから、専門性のある、多様な意見を取り入れてい

く必要がある。 

一方、外部人材からの意見聴取や登用に当たって

は、県の資金調達や運用における利害関係に十分配

慮する必要がある。 

 

 

 

 

〇指摘に係る事実関係等 

 基金の運用実績については、毎年度末に策定する

翌年度の資金管理方針において、運用形態（定期性

預金・債券）別に記載し、財政課ホームページにお

いて開示してきた。 

 

〇問題点の整理等 

公金運用の透明性を確保する観点からは、歳計現

金等も含め、資金の運用実績を独立した情報として

開示することが望ましいと考える。 

 

（外部人材の登用の検討） 

 今般の基金運用方法の見直しについて、 

令和７年５月に臨時で資金管理員会を開催す

るにあたり、地方公共団体金融機構（※）に

おいて、地方公共団体からの財政運営全般に

係る相談に対応しているファイナンスアドバ

イザーの方に意見を聴取した。 

 今後も、県との利害関係に十分に配慮しな

がら、適時適切に、外部有識者等から意見を

聴取していく。 

 

※地方公共団体金融機構の概要 

・地方公共団体金融機構法に基づいて設立 

・全国の都道府県及び市区町村が出資する

公的機関 

 ・主に、貸付業務、地方支援業務、債券発

行業務、公庫債権管理業務を実施 

 

 

 

 

（資金運用実績の公表） 

令和７年３月から、資金管理方針から独立

した情報として、歳計現金等及び基金に係る

年度末時点の運用実績の見込額について、そ

れぞれ、運用形態（定期性預金・債券）別に、

財政課ホームページに掲載している。 

今後も、適時適切に資金運用実績を開示して

いく。 
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【様式１】 
 令和６年度包括外部監査結果報告（指摘）への対応 

 監査のテーマ 

基金等の管理と運用について 

担当部・課 

総務部総務課 

１ 指摘の概要 
   外部監査人作成の監査結果 
   報告書の概要 

２ 短期・ 
 中長期の 
 区分 

３ 指摘についての整理検討内容 
   〇指摘に係る事実関係等 
   〇問題点の整理等 

４ 指摘に基づく措置等 

Ⅰ.基金について 

３. 個別の基金の管理及び運用に関す

る報告事項について 

（12）茨城県競輪事業基金 

（ⅰ）基金の資金運用の効率性について 
 資金運用方法は単年度運用として

１年未満の運用を選択しており、複数

年度の運用を前提として運用してい

れば得られたであろう資金運用益す

なわち機会損失があったのではない

かと考える。 基金は公金であること

から安全性を第一義的に優先しつつ

も、効率的に運用することが求められ

ると考えるが、複数年度の運用を前提

とした運用も運用方法の一つとして

検討すべきであると考える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

短期 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
○指摘事項に係る事実関係等 
 当該基金は競輪事業の健全な運営に資するため、

競輪事業に必要な施設の整備や、運営に必要な経費

が不足した際の財源に充てるために造成されたも

のである。 
当該基金については、災害発生等により被害が生

じた場合に緊急に基金取り崩しが発生する可能性

等を考慮し、単年度の運用としてきた。 
 
○問題点の整理等 
複数年度の運用を行うにあたっては、災害等によ

り施設に被害が生じた場合に、緊急に基金を取り崩

す可能性があることを十分に踏まえる必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

中長期的には金利上昇局面にあることか

ら、財政課と連携しながら、基金の資金計画、

運用可能な金額及び期間を精査し、債券等に

よる複数年度の運用を行っていくこととし

た。 
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（ⅱ）基金の資金計画について 
基金の資金運用について、安全性を

確保した上でより効率的な運用を検

討するためには、将来の期間において

どの程度の資金収支があるかを計画

することが前提となる。現在、当該基

金の資金計画はないが、複数年度運用

を前提とした資金計画を策定するべ

きであると考える。 

短期 ○指摘事項に係る事実関係等 
 今後の施設改修を見据えて、事業収益の一部を積

み立てつつ、施設の老朽度合を勘案した短期的な改

修計画を基に、翌年度の改修や取崩しの必要性を検

討してきた。 
 
○問題点の整理等 
 施設の老朽度合に応じた中期的な改修計画を踏

まえて資金計画を策定する必要がある。 
 

基金の設置目的や今後の事業実施見込等を

踏まえ、財政課と連携しながら、予算編成を

通じて、毎年度、複数年度の運用を想定した

資金計画を策定することとした。 
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【様式２】 
 令和６年度包括外部監査結果報告（意見）への対応 
 監査のテーマ 

基金等の管理と運用について 

担当部・課 

総務部総務課 

１ 意見の概要 
   外部監査人作成の監査結果 
   報告書の概要 

２ 短期・ 
 中長期の 
 区分 

３ 意見についての整理検討内容 
   〇意見に係る事実関係等 
   〇問題点の整理等 

４ 意見への対応 

Ⅰ.基金について 

３. 個別の基金の管理及び運用に関す

る報告事項について 

（12）茨城県競輪事業基金 

（ⅲ）基金管理（出納）カードの記載に

ついて 
基金管理（出納）カードの銘柄欄が

預金とのみ記載されており、預金の種

別まで記載されていなかった。また、

利率に関しても空欄となっていた。基

金事務の適切性の観点からは、預金の

種別まで記載し、利率も記載すること

が望ましい。 

 
 
 
 

短期 

 
 
 
 
○意見に係る事実関係等 
 基金管理カードの銘柄欄に、預金の種別を記載し

ていなかった。 
また、利率は、裏面には記載していたが、表面に

は記載していなかった。 
 

 
 
 
 

意見を踏まえ、預金の種別と利率を追記し

た。 
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【様式１】 
 令和６年度包括外部監査結果報告（指摘）への対応 

 監査のテーマ 

基金等の管理と運用について 

担当部・課 

総務部管財課 

１ 指摘の概要 
   外部監査人作成の監査結果 
   報告書の概要 

２ 短期・ 
 中長期の 
 区分 

３ 指摘についての整理検討内容 
   〇指摘に係る事実関係等 
   〇問題点の整理等 

４ 指摘に基づく措置等 

Ⅰ.基金について 

３.個別の基金の管理及び運用に関する

報告事項 
（24）茨城県公共施設長寿命化等推進

基金 
（ⅱ）基金の資金運用の効率性について 

資金運用方法は単年度運用として

１年未満の運用を選択しており、複数

年度の運用を前提として運用してい

れば得られたであろう資金運用益す

なわち機会損失があったのではない

かと考える。基金は公金であることか

ら安全性を第一義的に優先しつつも、

効率的に運用することが求められる

と考えるが、複数年度の運用を前提と

した運用も運用方法の一つとして検

討すべきであると考える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

短期 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
〇指摘事項に係る事実関係等 
当該基金は、茨城県公共施設等総合管理計画の策

定に伴い、必要な公共施設及び公用施設の計画的な

修繕及び改築等に要する経費に充てるために設置

されたものである。 
これまでは安全性を優先する視点から、また、大

幅な税収減や緊急修繕が必要となる場合等におけ

る財源対策的な側面から、単年度の運用としてき

た。 
 

〇問題点の整理等 
複数年度の運用については、景気変動に伴う税収

の大幅減に対応した財源対策的要素を持つことや、

庁舎等の老朽化対策に係る国の地方債制度の動向

にも大きく影響を受けることを踏まえる必要があ

る。 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
中長期的には金利上昇局面にあることを踏

まえ、財政課と連携しながら、予算編成を通

じて、運用可能な金額及び期間を精査し、債

券等による複数年度の運用を進めていくこと

とした。 
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（ⅲ）基金の資金計画について 
基金の資金運用について、安全性を

確保した上でより効率的な運用を検

討するためには、将来の期間において

どの程度の資金収支があるかを計画

することが前提となる。現在、当該基

金の資金計画はないが、複数年度運用

を前提とした資金計画を策定するべ

きであると考える。 

短期 
 

 

〇指摘事項に係る事実関係等 
茨城県公共施設等総合管理計画に基づき、公共施

設等の類型を踏まえつつ、今後の維持管理及び更新

等について、総合的に検討したうえで、中長期的な

経費見込みを算定している。 
  
〇問題点等の整理等 
 基金の設置目的や今後の維持管理及び更新に係

る中長期的な経費見込等を踏まえた資金計画の策

定が必要である。 

基金の設置目的や今後の維持管理及び更新

に係る中長期的な経費見込等を踏まえ、財政

課と連携しながら、予算編成を通じて、毎年

度、複数年度の運用を想定した資金計画を策

定することとした。 
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【様式２】 
 令和６年度包括外部監査結果報告（意見）への対応 
 監査のテーマ 

基金等の管理と運用について 

担当部・課 

総務部管財課 

１ 意見の概要 
   外部監査人作成の監査結果 
   報告書の概要 

２ 短期・ 
 中長期の 
 区分 

３ 意見についての整理検討内容 
   〇意見に係る事実関係等 
   〇問題点の整理等 

４ 意見への対応 

Ⅰ.基金について 

３.個別の基金の管理及び運用に関する

報告事項 
（24）茨城県公共施設長寿命化等推進

基金 
 
（ⅰ）基金の計画的な積立及び取崩につ

いて 
茨城県公共施設等総合管理計画に

より、総合的かつ計画的に修繕及び更

新等を検討のうえ、中長期的な経費見

込みを算定しているが、基金について

実務的に積み立てが可能な目標額の

設定がなく、基金の積立及び取崩につ

いて具体的な見込みがない。基金の造

成目的の達成のためには、実務的に積

み立てが可能な目標額を設定したう

えで、計画的な基金の積立及び取崩が

行われるよう、検討を求める。 

 
 
 
 
 
 

短期 

 
 
 
 
 
 
〇意見に係る事実関係等 
 茨城県公共施設等総合管理計画に基づき、施設所

管課において修繕等の必要額を踏まえた予算を計

上しながらも、地方交付税措置のある有利な県債が

適用可能であったことから、これまで基金の取崩が

発生していない。 
 基金の積立については、一般財源の状況に応じて

実施している。 
 
〇問題点の整理等 
 県債等の国の支援措置や県の財政状況を踏まえ

ながら、基金の積立及び取崩方法を検討する必要が

ある。 

 
 
 
 
 
 

県債等の国の支援措置や県の財政状況を踏

まえ、財政課と連携しながら、基金の積立及

び取崩額を検討していく。 
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